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議   案   名  

 

 

議案第１２号  上尾市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する

規則の制定について   --------------------------------------------  １  

議案第１３号  上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について   ----------------------- ３  

議案第１４号  上尾市教育委員会の所管に属する機関の職制等に関す

る規則の一部を改正する規則の制定について   --------------- ４  

議案第１５号  上尾市教育委員会事務局及び市立教育機関の職員の服

務に関する規程の一部を改正する訓令の制定について  ----- ５  

議案第１６号  上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する

規程の一部を改正する訓令の制定について   ------------------ ６  

議案第１７号  行政文書非公開決定処分に係る審査請求事案の裁決に

ついて   -------------------------------------------------------------  ７  

議案第１８号  行政文書公開等決定処分に係る不服申立て事案の決定

について   -------------------------------------------------------  １３  

議案第１９号  上尾市社会教育指導員設置規則等の一部を改正する規

則の制定について   ----------------------------------------- ２２  

議案第２０号  上尾市人権教育推進プラン（基本計画）改訂版の策定

について   -------------------------------------------------------- ２５  

議案第２１号  上尾市指定文化財の指定について   -------------------------  ２６  

議案第２２号  教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事異動につ

いて   -------------------------------------------------------- ２８  
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議案第１２号  

上尾市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則の制定につ

いて  

上尾市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則を次のように定

める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。）第１３条第２項の規定に基づき、

あらかじめ教育長が指名する委員（以下「教育長職務代理者」という。）

が教育長の権限に属する事務を行う場合における法第２５条第４項に規定

する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。  

（委任する事務 ) 

第２条  教育長職務代理者が行う教育長の権限に属する事務は、次に掲げる

事務を除き、教育委員会事務局の職員（以下「事務局職員」という。）に

委任する。  

(1 ) 法第１４条に規定する教育長の権限に属する事務  

(2 ) 上尾市教育委員会会議規則（昭和６０年上尾市教育委員会規則第２

号）に規定する教育長の権限に属する事務  

(3 ) 上尾市教育委員会傍聴人規則（平成１３年上尾市教育委員会規則第９

号）に規定する教育長の権限に属する事務  

（委任の順位）  

第３条  前条の規定により教育長職務代理者が事務を委任する事務局職員は、

部長とし、その順序は、次のとおりとする。  

(1 ) 教育総務部長  

(2 ) 学校教育部長  

（委任事務の留保）  

第４条  前条に定める事務局職員は、委任された事務であっても、次の各号
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のいずれかに該当する場合は、その処理について教育長職務代理者の指示

を受けなければならない。  

(1 ) 事案が重要かつ異例と認められるとき。  

(2 ) 事案について疑義若しくは紛議のあるとき、又は紛議を生ずるおそれ

があるとき。  

２  前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認め

るときは、委任した事務について報告を求め、又は指示を行うことが

できる。  

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市教育委員会教育長職務代理者の事務を事務局職員に委任すること

等に関し、必要な事項を定めたいので、この案を提出する。  
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議案第１３号  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について  

 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正する規

則を次のように定める。  

平成２９年３月２３日  

                    上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則  

 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則（平成２７年上尾市

教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。  

 別表支給認定保護者の区分の欄中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心

理治療施設」に改め、同表備考３中「第１４条第１項」を「第１４条」に改

める。  

   附  則  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）の施行

に伴い所要の改正を行うため、この案を提出する。  
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議案第１４号  

上尾市教育委員会の所管に属する機関の職制等に関する規則の一部を

改正する規則の制定について  

上尾市教育委員会の所管に属する機関の職制等に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市教育委員会の所管に属する機関の職制等に関する規則の一部を

改正する規則  

上尾市教育委員会の所管に属する機関の職制等に関する規則（平成１３年

上尾市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。  

第９条を第１０条とし、第６条から第８条までを１条ずつ繰り下げる。  

第５条中「前条」を「第４条」に改め、同条を第６条とし、第４条の次に

次の１条を加える。  

（図書館に置かれる職及びその職務）  

第５条  前条に定めるもののほか、必要に応じて、図書館には副館長を置き、

その職務は、館長を助け、及び図書館の事務のうち特に指定された事務を

調整することとする。  

附  則  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

図書館副館長の職を置くことができるようにしたいので、この案を提出

する。  
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議案第１５号  

上尾市教育委員会事務局及び市立教育機関の職員の服務に関する規程

の一部を改正する訓令の制定について  

上尾市教育委員会事務局及び市立教育機関の職員の服務に関する規程の一

部を改正する訓令を次のように定める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市教育委員会事務局及び市立教育機関の職員の服務に関する規程

の一部を改正する訓令  

上尾市教育委員会事務局及び市立教育機関の職員の服務に関する規程（平

成２０年上尾市教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項の表２の項中「主席副参事」の次に「（図書館の所掌事務を

掌理する主席副参事を除く。）」を加え、同条第２項の表２の項中「図書館

次長」を「図書館副館長  図書館次長」に改める。  

附  則  

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

図書館副館長の職を置くことができるようになったことに伴い、その所

属長に係る規定の整備を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第１６号  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令の制定について  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改

正する訓令  

上尾市教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程（平成２２年上

尾市教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。  

別表第２教育総務部教育総務課の表４の項第２号ア、第７号ウ及び第８号

オ中「、主席副参事」の次に「、図書館副館長」を加え、同項第９号中「及

び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改め、「、主席副参事」の次

に「、図書館副館長」を加え、同項第１１号イ中「主席副参事」の次に「、

図書館副館長」を加える。  

別表第３の３の項第１号ア、第３号ア、第５号ア及び第６号ア中「図書館

次長」を「図書館副館長及び図書館次長」に改め、同表備考を同表備考 (1)

とし、同表備考に次のように加える。  

(2) この表の事務の欄にある図書館副館長の職にある者が教育総務部の

主席副参事を兼ねている場合にあっても、これを兼ねていないものと

みなして、この表の規定を適用する。  

附  則  

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

提案理由  

図書館副館長の職を置くことができるようになったことに伴い所要の改

正を行うほか、介護時間の承認に係る規定の整備をしたいので、この案を

提出する。  
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議案第１７号  

行政文書非公開決定処分に係る審査請求事案の裁決について  

平成２８年６月２２日付け提起された行政文書の公開請求に対する決定

（以下「本件非公開決定」という。）についての審査請求（以下「本件審査

請求」という。）に対して、下記のとおり裁決する。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池野  和己  

記  

１  決定内容     本件審査請求を棄却する。  

 

２  理   由   別紙「裁決書」の「理由」のとおり。  

 

３  そ の 他  当該審査請求人には、別紙「裁決書」により通知する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

本件審査請求について、当該行政文書の公開請求に係る処分の審査請求

の棄却を裁決したいので、この案を提出する。  
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議案第１８号  

行政文書公開等決定処分に係る不服申立て事案の決定について  

平成２８年３月１０日付け提起された行政文書の公開請求に対する決定

（以下「本件公開、一部公開又は非公開決定」という。）についての不服申

立て（以下「本件不服申立て」という。）に対して、下記のとおり決定する。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池野  和己  

記  

１  決定内容     本件不服申立てを棄却する。  

 

２  理   由   別紙「決定書」の「第２  当庁の判断」のとおり。  

 

３  そ の 他  当該不服申立人には、別紙「決定書」により通知する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

本件不服申立てについて、当該行政文書の公開請求に係る処分の不服申

立ての棄却を決定したいので、この案を提出する。  
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別紙  
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－ 19 － 
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議案第１９号  

上尾市社会教育指導員設置規則等の一部を改正する規則の制定につい  

て  

上尾市社会教育指導員設置規則等の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

上尾市社会教育指導員設置規則等の一部を改正する規則  

（上尾市社会教育指導員設置規則の一部改正）  

第１条  上尾市社会教育指導員設置規則（昭和４９年上尾市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。  

  第４条を削る。  

  第５条の見出しを「（任用の要件）」に改め、同条中「委嘱する」を

「任用する」に改め、同条を第４条とし、第６条から第８条までを１条ず

つ繰り上げる。  

第９条の見出しを「（解任）」に改め、同条中「解嘱」を「解任」に改

め、同条を第８条とする。  

第１０条を第９条とする。  

（上尾市教育相談員、学校適応指導教室指導員等設置規則の一部改正）  

第２条  上尾市教育相談員、学校適応指導教室指導員等設置規則（平成１３

年上尾市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「、教育心理専門員及び就学相談員」を「及び教育心理専門員

（以下「教育相談員等」という。）」に改める。  

第２条第４項を削る。  

第４条を削る。  

第５条の見出しを「（任用の要件）」に改め、同条第１項中「委嘱す

る」を「任用する」に改め、同条第２項を削り、同条を第４条とし、第６

条から第１０条までを１条ずつ繰り上げる。  

第１１条の見出しを「（解任）」に改め、同条中「第６条本文」を「第

５条本文」に、「解嘱」を「解任」に改め、同条を第１０条とする。  
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第１２条中「教育相談員、学校適応指導教室指導員、教育心理専門員

及び就学相談員」を「教育相談員等」に改め、同条を第１１条とする。  

（上尾市さわやか相談室相談員設置規則の一部改正）  

第３条  上尾市さわやか相談室相談員設置規則（平成１６年上尾市教育委員

会規則第１号）の一部を次のように改正する。  

第４条を削る。  

第５条の見出しを「（任用の要件）」に改め、同条中「委嘱する」を

「任用する」に改め、同条を第４条とし、第６条から第１１条までを１条

ずつ繰り上げる。  

第１２条の見出しを「（解任）」に改め、同条中「第６条本文」を「第

５条本文」に、「解嘱」を「解任」に改め、同条を第１１条とする。  

第１３条を第１２条とする。  

（上尾市子どもの読書活動支援センター協力員設置規則の一部改正）  

第４条  上尾市子どもの読書活動支援センター協力員設置規則（平成２４年

上尾市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。  

第４条を削る。  

第５条の見出しを「（任用の要件）」に改め、同条中「委嘱する」を

「任用する」に改め、同条を第４条とし、第６条から第１０条までを１条

ずつ繰り上げる。  

第１１条の見出しを「（解任）」に改め、同条中「第６条第１項」を

「第５条第１項」に、「解嘱」を「解任」に改め、同条を第１０条とする。  

第１２条を第１１条とする。  

（上尾市文化財調査専門員設置規則の一部改正）  

第５条  上尾市文化財調査専門員設置規則（平成２６年上尾市教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。  

第４条を削る。  

第５条の見出しを「（任用の要件）」に改め、同条中「委嘱する」を

「任用する」に改め、同条を第４条とし、第６条から第１０条までを１条

ずつ繰り上げる。  

第１１条の見出しを「（解任）」に改め、同条中「第６条第１項」を
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「第５条第１項」に、「解嘱」を「解任」に改め、同条を第１０条とする。  

第１２条を第１１条とする。  

附  則  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

社会教育指導員、教育相談員、学校適応指導教室指導員、さわやか相談

室相談員、教育心理専門員、子どもの読書活動支援センター協力員及び文

化財調査専門員の身分を、特別職の非常勤職員から一般職の非常勤職員に

位置付けることに伴い所要の規則の改正を行うため、この案を提出する。  



 

－ 25 － 

議案第２０号  

上尾市人権教育推進プラン（基本計画）改訂版の策定について  

上尾市人権教育推進プラン（基本計画）改訂版を別冊のとおり定める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市人権教育推進協議会の答申及び市民コメントを踏まえ、上尾市人

権教育推進プラン（基本計画）改訂版を定めたいので、この案を提出する。  
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議案第２１号  

上尾市指定文化財の指定について  

下記のとおり、上尾市指定文化財に指定することについて議決を求める。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

記  

１  指定する文化財  

名   称  伝
でん

どんどん山出土海獣
かいじゅう

葡萄
ぶ ど う

鏡
きょう

 

   文化財の種類 有形文化財  

   種   別  考古資料  

   員   数  １面  

   所  在  地  上尾市教育委員会（上尾市本町三丁目１番１号）  

   所有者の氏名 上尾市  

   所有者の住所 上尾市本町三丁目１番１号  

   概   要  別紙のとおり  

 

２  指定期日  

     平成２９年３月２４日  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市文化財保護条例（平成１８年上尾市条例第８号）第５条第１項の

規定に基づき、上尾市指定文化財に指定したいので、この案を提出する。  



 

－ 27 － 

別紙  
 

伝
でん

どんどん山
やま

出土 海 獣
かいじゅう

葡萄
ぶ ど う

鏡
きょう

 

 

（ 1）名  称   伝どんどん山出土海獣葡萄鏡  

（ 2）種  別   有形文化財（考古資料）  

（ 3）員  数   一面  

（ 4）所在地   上尾市教育委員会（上尾市本町三丁目１番１号）  

（ 5）所有者   上尾市  

（ 6）概  要  

 本資料は、かつて上尾市大字平塚 1617 番地１付近に存在した「どんどん

山」と呼ばれる全高７ｍ以上の小高い塚から出土したと伝わる海獣葡萄鏡であ

る。  

海獣葡萄鏡は、中国唐時代を起源とする青銅鏡の一つで、威信財や信仰の道

具として、奈良・平安時代に日本に輸入され、またそれに倣
な ら

って作られた鏡

(倣製
ぼ う せ い

鏡 )も、以降、国内で多数生産された。  

本資料は、面径 9.4 ㎝の小型海獣葡萄鏡に分類される。紐は伏臥
ふ く が

した獣形で、

内区には唐草文の間に四狻猊
さ ん げ い

(獅子：海獣）が地に伏した姿の俯瞰視で表現され、

外区主文様には唐草文と共に禽（鳥）だけが描かれている。鏡背、鏡面共に暗

茶褐色を呈し、鏡面の内区には若干の緑青が認められるが、総じて整美な状態

を維持しており、錆化はほとんど見られない。鏡面は平滑に磨き上げられ、全

体に無数の擦痕があり、人の手により長く伝世されたことがわかる。また、類

例との比較検証及び蛍光Ⅹ線分析によると、国内で踏み返された鏡（原型とな

る鏡から型取りした鋳型を用い鋳造する技法）である可能性の高い。これらの

ことから、本資料は古代末から中世にかけて国内で製造された倣製鏡であると

考えらえる。  

なお、どんどん山については、当該地周辺にいくつかの塚が存在した記録が

残っており、二ツ宮周辺を記録した延宝
え ん ぽ う

６（ 1678）年の絵図や、「平塚円墓」

と記載がある昭和 31 年発行「上尾自治だより (第 24 号 )」などの資料がある。  

伝承や資料、観察結果から、本資料は塚の中に作られた空間を伴う施設に埋

蔵されていたと推察され、どんどん山は、古墓または中近世にかけて多く作ら

れた修験
し ゅ げ ん

や仏教関係の施設である経塚などの可能性が考えられる。  

以上のことにより、本資料は当該地に伝世した資料という、地域の歴史を考

える上で貴重な資料であるとともに、類例との比較検証で判明した同笵
ど う は ん

鏡・同

型鏡 (同じ原型から鋳造された鏡 )の存在から、日本列島における上尾市域の歴

史を理解する上で、学術上価値の高い、市にとって重要な資料であると言える。  

  



 

－ 28 － 

議案第２２号  

教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事異動について  

教育委員会事務局及び市立教育機関の職員に係る平成２９年度当初人事異

動を下記のとおり実施する。  

平成２９年３月２３日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

記  

別冊「平成２９年度当初人事異動（案）」のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

教育委員会事務局及び教育機関の職員に係る平成２９年３月３１日付及

び同年４月１日付人事異動を発令したいので、この案を提出する。  


